
新 旧 対 照 表

改正後 改正前

高知県林内路網アップグレード事業費補助金交付要綱

第１条～第５条 略

（補助金の交付の申請）

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者は、知事に申請しなければならない。

２ 規則第３条第１項の補助金等交付申請書の様式は、別記第１号様式によるものとする。

３ 第１項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額

等（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）

の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法

（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額

して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないもの

については、この限りでない。

４ 補助事業者は、第２項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、県税及び県に対する税外

未収金債務の滞納が無いことを証するもの（県税事務所で発行する全税目の納税証明書（県税の納税義

務がある場合に限る。）又は県税完納情報の提供に係る同意書及び別紙１-１）を添えて知事に提出しな

ければならない。

第７条～第８条 略

（補助の条件）

第９条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。

(１) 補助金に係る法令、規則、この要綱、実施要領等の規定に従うこと。

(２) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書

類を補助事業の完了の翌年度から起算して５年間保管すること。

(３) 補助事業者が、補助金を他の用途に使用したとき又は補助事業に関して補助金の交付の決定の

内容若しくはこれに付した条件若しくはこれに基づく県の処分に違反したときは、当該補助金の交

付の決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことがあること。

(４) 補助事業によって整備した作業道等を、補助事業の終了の翌年度から起算して５年以内に他の

目的に転用する場合は、あらかじめ知事にその旨を届け出ること。

(５) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、

速やかに知事に報告し、その指示を受けること。

(６) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない

こと。

(７) 補助事業の実施に当たっては、別表第４に掲げるいずれかに該当すると認められるもの

を契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

２ 前項第５号に規定する知事への報告は、次に掲げるとおりとする。

高知県林内路網アップグレード事業費補助金交付要綱

第１条～第５条 略

補助金の交付の申請）

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者は、知事に申請しなければならない。

２ 規則第３条第１項の補助金等交付申請書の様式は、別記第１号様式によるものとする。

３ 第１項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額

等（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）

の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法

（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額

して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないもの

については、この限りでない。

４ 補助事業者は、第２項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、県税及び県に対する税

外未収金債務の滞納が無いことを証するもの（県税事務所で発行する全税目の納税証明書及び別紙１

-１）を添えて知事に提出しなければならない。

第７条～第８条 略

（補助の条件）

第９条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。

(１) 補助金に係る法令、規則、この要綱、実施要領等の規定に従うこと。

(２) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書

類を補助事業の完了の翌年度から起算して５年間保管すること。

(３) 補助事業者が、補助金を他の用途に使用したとき又は補助事業に関して補助金の交付の決定の

内容若しくはこれに付した条件若しくはこれに基づく県の処分に違反したときは、当該補助金の交

付の決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことがあること。

(４) 補助事業によって整備した作業道等を、補助事業の終了の翌年度から起算して５年以内に他の

目的に転用する場合は、あらかじめ知事にその旨を届け出ること。

(５) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、

速やかに知事に報告し、その指示を受けること。

(６) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない

こと。

(７) 補助事業の実施に当たっては、別表第４に掲げるいずれかに該当すると認められるもの

を契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

２ 前項第５号に規定する知事への報告は、次に掲げるとおりとする。
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(１) 事業実施主体は、あらかじめ事業完了年月日までに別記８号様式による事業完了年月日

延期届を作成し、知事に提出しなければならないこと。

(２) 知事は、前号の事業完了年月日延期届を受けた場合は、内容を審査し適当であると

認められるときは、これを承認するものとすること。

第 10 条～第 19 条 略

附 則

１ この要綱は、平成 24 年６月 19 日から施行し、平成 24 年度の補助金から適用する。

２ この要綱は、令和５年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交

付された補助金については、第８条、第９条第２号から第４号まで、第 15 条第２項及び第

３項並びに第 18 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、令和４年４月 15 日から施行し、令和４年度の補助金から適用する。

(１) 事業実施主体は、あらかじめ事業完了年月日までに別記８号様式による事業完了年月日

延期届を作成し、知事に提出しなければならない。

(２) 知事は、前号の事業完了年月日延期届を受けた場合は、内容を審査し適当であると

認められるときは、これを承認するものとする。

第 10 条～第 19 条 略

附 則

１ この要綱は、平成 24 年６月 19 日から施行し、平成 24 年度の補助金から適用する。

２ この要綱は、令和４年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交

付された補助金については、第８条、第９条第２号から第４号まで、第 15 条第２項及び

第３項並びに第 18 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

略



新 旧 対 照 表

改正後 改正前



新 旧 対 照 表

改正後 改正前

別表第３（第５条関係） 略

別表第４ （第７条－第９条関係） 略

別記第１号様式（第６条関係） 略

別紙１－１（第６条関係） 略

別表第３（第５条関係） 略

別表第４ （第７条－第９条関係） 略

別記第１号様式（第６条関係） 略

別紙１－１（第６条関係） 略



新 旧 対 照 表

改正後 改正前

３ 事業完了予定年月日

年 月 日

４ 収支予算

（１）収 入 （単位：円）

（２）支 出

５ 添付書類

（１）県税の納税証明書（県税の納税義務がある場合に限る。）又は県税完納情報の提供に係る同意書（※

１）及び本人確認書類の写し（※２）

※１：高知県総務部税務課が別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第４号様式

※２：補助事業者が個人の場合は、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等

（注）マイナンバーカードは表面のみコピー（裏面はマイナンバーの表示があるため提出は不可と

する）、健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号は復元できない程度にマスキング

処理を施す等してください

（２）県税の納付義務がない場合は本人からの申立書

（３）税外未収金債務に係る誓約書兼同意書（別紙１－１）

３ 事業完了予定年月日

年 月 日

４ 収支予算

（１）収 入 （単位：円）

（２）支 出

区 分 予 算 額 備 考

県 補 助 金

補助事業者負担金

そ の 他

計

区 分 予 算 額 備 考

事 業 費

本 工 事 費

工 事 雑 費 等

計

区 分 予 算 額 備 考

県 補 助 金

補助事業者負担金

そ の 他

計

区 分 予 算 額 備 考

事 業 費

本 工 事 費

工 事 雑 費 等

計
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第２号様式（第 10 条関係）～第５号様式（第９条関係）（１）略 第２号様式（第 10 条関係）～第８号様式（第９条関係）略
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第５号様式の２～第８号様式（第９条関係） 略 第５号様式の２～第８号様式（第９条関係） 略


